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Ａｃｔｕｓ Ｎｅｗｓlｅｔｔｅｒ（資産税） 
亡くなった方の確定申告（準確定申告）   

 

家族が亡くなった場合、相続税申告や所得税の準確定申告など税金に関する申告手続きが必要となる場合

があります。相続税申告の期限は 10 か月以内ですが、準確定申告の期限は 4 か月以内と短いため、申告手

続きが必要となる場合には早めに準備をしなければなりません。今回は、亡くなった方の確定申告である「準

確定申告」について紹介します。 

■ 準確定申告とは 

一般の方の所得税の確定申告は、毎年 1月 1日から 12月 31日までの 1年間の所得金額と所得税額を計

算し、翌年の 2月 16日から 3月 15日までの間に申告と納税を行います。 

年の途中で亡くなった方の場合は、相続人が、亡くなった方に代わり、1月 1日から死亡日までの所得金額

と所得税額を計算し、相続の開始があったことを知った日（死亡日）の翌日から 4か月以内に、申告と納税を行

わなければなりません。この手続きを「準確定申告」といいます。また、3月 15日より前に亡くなられた場合で、

亡くなった年の前年の確定申告が終わっていない場合には、前年の確定申告も行う必要があります。この場合

の申告期限も、相続の開始があったことを知った日（死亡日）の翌日から 4か月以内となります。 

■ 準確定申告が必要となる場合 

準確定申告は、亡くなった方に所得税額が発生する場合に必要となる手続きです。従いまして、亡くなった方

のすべてに必要な手続きではありません。亡くなった方が、以下のケースのように、生前に個人事業主であっ

たり、不動産所得があったりして確定申告をしていた場合などは、準確定申告が必要となる場合が多いです。 

準確定申告が 

必要となるケース 

●個人事業主であった ●アパートや駐車場などの賃料収入がある 

●2か所以上から給与を得ている ●公的年金等の収入金額が 400万円を超える 

●給与所得があり、かつ、給与所得・退職所得以外の所得が 20万円を超える 等 

また亡くなった年に、不動産を売却した、株式などを売却した（源泉徴収されていない場合）、生命保険や損

害保険の一時金や満期金の給付があったような場合にも、準確定申告が必要となる場合があります。 

■ 準確定申告による納税 

亡くなった方の所得税の納税については、遺言による負担者の指定がない場合には、相続人の遺産分割協

議により負担割合を決めます。申告時点で遺産分割協議が整っていない場合には、納税額を法定相続割合で

分けて期限までに納税が必要となります。 

■ 準確定申告により還付を受けることができる場合 

給与や年金等で源泉徴収されている所得税がある場合や、死亡日までに医療費や社会保険料、生命保険

料、地震保険料等の支払いがある場合は、準確定申告を行うことで所得税の還付となる場合があります。 

準確定申告の所得税の納税が必要な方の期限は 4か月以内ですが、還付を受ける方の準確定申告の請

求期限は亡くなられてから 5年です。準確定申告による所得税の還付金は亡くなられた方の相続財産となりま

すので、相続税申告を行う場合は、相続税申告の期限に間に合うように事前に準確定申告の所得税の還付申

請を進めて頂くことが大切です。 

■ 準確定申告書を提出する人 

準確定申告書は、亡くなった方に代わり、相続人全員で申告書を提出する必要があります。申告書の提出

は各人が個別に申告作業をする必要はなく、1つの申告書に相続人全員が連署して提出すれば、相続人全員

が準確定申告を提出した扱いとなります。なお、準確定申告書の提出先は、亡くなった方の死亡日時点の住所

地を管轄する税務署になります。 

■ 令和 6年における準確定申告 

令和 6年 6月１日以後に、令和 6年分の準確定申告書を提出する場合には、その準確定申告の際に定額

減税の適用を受けることとなります。定額減税とは、納税者とその扶養親族などの人数×3万円を、その納税

者の令和 6年分の所得税から控除できる特例措置です。たとえば、亡くなった方が配偶者のみを扶養していた

場合は、6万円（2人×3万円）の所得税の税額控除を受けることができます。令和 6年のみの優遇税制となり

ますので、忘れずに申告するようにしましょう。 

 



アクタスサービスラインナップ

お気軽にご相談ください。初回の相続相談はお気軽にご相談ください。初回の相続相談はお気軽にご相談ください。初回の相続相談は です！です！です！無 料無 料無 料

申告期限は１０か月です。
年間 100 件以上の申告実績がある
アクタスが丁寧に対応します。

相続税申告

ある
適正な申告書作成はもちろんのこ
と、書面添付制度の導入により税
務調査の対策を随時おこなってい
ます。

税務調査 1% 未満
のこ
り税
てい

ご依頼から申告までをスピーディ
に対応し、税金の不安をいち早く
解消させます。

スピード対応

相続税の申告支援業務

お持ちの財産について、概算での
評価と相続税を計算し、現状を分
析します。

簡易診断
での
を分

「相続」が「争続」とならないよ
う自筆証書遺言や公正証書遺言の
作成を支援します。

遺言書作成支援
いよ
言の

親族承継や親族がい承継、M&A
まで含め、様々なパターンによる
事業承継をサポートいたします。

事業承継対策

相続事前対策業務

生前贈与や贈与税の特例制度を活
用した節税、保険加入や不動産の
提案など様々な節税対策を支援し
ます。

二次相続節税支援
を活
産の
援し

相続により取得した不動産の売却
を支援します。

不動産売買支援
売却

相続手続き後の確定申告作業まで、
担当した税理士が対応します。

譲渡所得／
不動産所得対応

相続後のご相談

　　　 のことなら
アクタスにおまかせください

ア ク タ ス 税 理 士 法 人
アクタスマネジメントサービス㈱
【URL】 https://www.actus.co.jp　【MAIL】 info@actus.co.jp

【赤坂事務所】 東京都港区赤坂 4-2-6 住友不動産新赤坂ビル 2F 
【立川事務所】 東京都立川市曙町 2-34-13 オリンピック第 3 ビル 5F
【大阪事務所】 大阪市西区江戸堀 1-5-16 JMF ビル肥後橋 01  9F　
【長野事務所】 長野県飯田市松尾上溝 2700-1 MATOI ビル 2F

TEL ： 03-3224-8888　FAX ： 03-5575-3331
TEL ： 042-548-8001　FAX ： 042-548-8002
TEL ： 06-6676-8172　FAX ： 06-6676-8173
TEL ： 0265-59-8070　FAX :  0265-59-8077


